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地域共生社会の実現に向けた長崎県の取組

令和元年５月３１日

長崎県福祉保健課
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長崎県の人口推移と将来推計

（出典）国勢調査、社人研準拠推計

ピーク時より50年で
約33万人の減少

2010年からの50年で
約65万人の減少見込み

○県人口は、1960年の176万人をピーク（国ピークは2008年）に、2010年には143万人まで減少。（2015年：138万人）
このままでは、2060年には78万人に減少する見込み。

○長崎県人口ビジョンでは、2060年に100万人程度の人口水準の確保を目指す。

・公共交通機関の乗客の減少に伴い、運賃の上昇、運行便数の減少、路線の廃止など、交通利便性が低下する
・購入客の減少に伴い、日用品等の販売店舗の撤退や商店街の衰退が進み、買い物アクセスが低下する
・医療機関の統廃合や医療・福祉の人材不足などにより、必要な医療・福祉サービスが受けにくくなる
・消防団員の減少に伴い、初期消火など、災害時の対応力が低下し、防災・防犯上の悪影響が懸念される
・学校の統廃合により、通学時間が長くなるなど、児童・生徒の学校生活への負担になる
・年金などの社会保障費の負担の増加 など

人口減少が
県民生活に
もたらす影響

（人）

1,760千人

1,427千人

777千人

県人口ビジョン
1,008千人

国勢調査（2010年までの値）
将来展望（出生率が2030年に2.08に上昇、社会移動が2040年に均衡）
社人研準拠推計（2010年以降の値）

●

●
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年齢別社会移動の状況（長崎県H23～H27平均）

（出典）総務省統計局「住民基本台帳人口移動報告」

           

18:▲2,124人(39.6%)

19:▲384人(7.2%)

20:▲722人(13.5%)

21:▲395人(7.4%)

22:▲731人(13.6%)

23:▲214人(4.0%)
24:▲213人(4.0%)
25:▲78人(1.4%)
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18～22歳で
転出超過の8割

18歳で
転出超過の4割

18～25歳で
転出超過の9割

53～69歳：＋341人

70歳～：
▲352人

（人）

（歳）

○年約5～6千人の転出超過が常態化しており、その大半を若年者で占める（18歳で全体の4割、18～25歳で9割）。

○転出超過数
H23～H27平均▲5,366
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長崎県における地域包括ケアシステム構築に向けた取組

4

1. 地域包括ケアシステムの構築状況につ
いての客観的な評価指標がないため、
市町において目標や現在の到達点、
課題等が明確になっていない。

2. 地域支援事業により実施すべき取組
（介護予防・日常生活支援、在宅医
療・介護連携、認知症施策推進、生
活支援体制整備）の進捗について、
市町間で格差が見られる。

3. 市町において、各々の地域特性を踏ま
えた地域包括ケアシステムの構築イメ
ージが持てていない。

これまでの課題

１.長崎県版地域包括ケアシステム評価
指標の作成【県】（H28-29）
・8分野78項目からなる評価指標
・有識者と県による全市町ヒアリング

２.地域包括ケアシステムロードマップの作
成【市町】（H29～）
・各市町における地域包括ケアシステ
ムの構築に向け、「構築期」と「充
実期」に分け、各市町の実情にあっ
たロードマップを作成

３.長崎県地域包括ケアシステム構築モ
デル事業の実施【県】（H29-H30）
・モデル３地区（都市型、過疎型、
離島型）を選定し、システム構築
までのモデル事業を通して、その取
組手法を他市町に横展開

課題を踏まえた取組の概要
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長崎県における地域包括ケアシステム構築に向けた取組
１.長崎県版地域包括ケアシステム評価指標

の作成

①「医療」「介護」「予防・保健」「住まい・住まい方」
「生活支援・見守り等」に「専門職・関係機関ネッ
トワーク」「住民参画」「行政の関与・連携」を加え
た8分野78項目による評価指標を作成

②システム構築の進捗状況を把握するための「チェッ
クシート」として活用してもらい、強み・弱みを把握
し、強みの部分はさらに強化し、弱みの部分は関
係機関等と課題を共有し、解決を目指していくた
めのもの

③各分野5点、計40点満点で自己評価を行い、
外部有識者、県による全市町ヒアリングを実施し、
その結果を踏まえ評価を確定。評価合計点が32
点以上の圏域について、県地域包括ケアシステム
構築支援部会での意見等、総合的に踏まえた
上で、「地域包括ケアシステムが概ね構築できて
いる」と判断

④平成29年度末において、19圏域／全123圏域
(15.4％)で概ね構築できている。

２.地域包括ケアシステムロードマップの作成

①市町による自己評価から、各圏域におけるシステ
ムの構築状況や課題が明らかとなり、構築目標
年や、そのために実施する推進方策等をとりまとめ
たロードマップを県内全市町で作成

②構築に向けてのＰ（企画立案）、D（事業実
施）、Ｃ（自己評価）、Ａ（ロードマップの見
直し、次年度施策への反映）サイクルを実施

目指す姿（目標・目的） 達成年度 推進方策（方法・手段）
２０１７年度

（平成２９年度）
２０１８年度

（平成３０年度）
２０１９年度

（平成３１年度）
２０２０年度

（平成３２年度）
２０２１年度

（平成３３年度）
２０２２年度

（平成３４年度）
２０２３年度

（平成３５年度）
２０２４年度

（平成３６年度）
２０２５年度

（平成３７年度）

在宅医療の体制整備 2020年度(平成32年度)
医師をはじめとする医療職を対象に、在宅医療の実践に役立つ研
修会を定期的に開催し、地域の在宅医療の裾野の拡大を図る。

医療と介護の情報共有 2020年度(平成32年度)
既存の情報共有ツールの改善の可能性等について検討を行う。ま
た、入退院時の円滑な連携のため入退院支援のルール化を図る。

施設を含めた看取りの推進 2020年度(平成32年度)

・介護施設等での看取りの実態を把握することで対応策を検討し、
本人や家族の希望に応じた在宅や施設での看取りを行う体制整備
を図る。
・市民に対し、「本人の選択と本人・家族の心構え」を形成していく
ために、人生の最終段階における医療（ACP)についての普及啓発
を図る。

自立支援・重症化防止 2019年度(平成31年度)

在宅支援リハビリセンターのリハビリ専門職が、地域ケア会議への
参加や、介護従事者との同行訪問、研修会の開催等を実施するこ
とにより、在宅支援リハビリセンターを活かした、専門職における自
立支援の考え方の共有を図る。

介護人材の確保 2020年度(平成32年度)
介護従事者を対象に資質向上を目的とした研修会を開催し、資質
向上やモチベーションの向上を図る。

住民が参加できる居場所の確保 2020年度(平成32年度)

高齢者ふれあいサロンや自主グループ等住民主体の通いの場に、
リハビリ専門職をはじめとする様々な専門職が関与し、講話や体力
測定等、市民への動機づけを図ることで、居場所の開設につなげ
る。

壮年期から高齢者まで段階に応じた
健康づくり

2020年度(平成32年度)
長く元気で！プロジェクト（市重点プロジェクト）により、シニア世代
が運動の習慣化を図り、地域で自主的な健康づくりを行えるよう取
り組む。

住環境の整備 2020年度(平成32年度)

・退院時のみならず、住宅改修へのリハビリ専門職の関与を推進
（在宅支援リハビリセンターの活用等）
・高齢者自身が自身に見合った住まいの選択ができるよう、市民へ
の普及啓発を推進する。

高齢者が住み続けられる住まいの整
備

2020年度(平成32年度)
医療や介護サービスが整った地域に高齢者向け住宅を整備すると
共に、特定施設入居者生活介護の整備を推進する。

生活支援体制づくり 2020年度(平成32年度)
生活支援コーディネーターが地域資源の把握や、地域の会議体に
参加し、担い手の養成や住民のニーズを反映させることで、地域の
様々な関係者が参画し、地域の支え合いの体制が進む。

認知症高齢者の在宅支援 2020年度(平成32年度)

・認知症サポートリーダーの育成や認知症カフェの等、地域の特性
に応じた認知症高齢者や介護者を支える体制づくりと、身近に相談
できる多様なネットワークを推進する。
・一人暮らし高齢者や認知症高齢者が安心して暮らし続けるため
に、友愛訪問やSOSネットワーク事業の拡大など、地域の見守り体
制の充実を図る。

F
専門職・関係機関のネット
ワーク

多職種連携体制の推進
専門職が積極的に地域に関わり、住民と共に地域づくりに
取り組む協力体制が図れる。

2020年度(平成32年度)

・包括ｴﾘｱを単位とした地域ごとの多職種チームとして、地域ケア会
議への参加や地域住民への相談・情報提供など、具体的な活動の
展開を図る。
・地域ごとの多職種が定期的に集まり、意見交換や勉強会の開催
等、顔の見える関係づくりの構築を推進する。

生きがい・就労支援の推進
高齢者の生きがいづくりや地域の担い手を増やす取り組み
が進んでいる。

2020年度(平成32年度)
多様なサービスや多世代型サロン等の設置によりの多様な役割の
創出とその担い手を養成し、働くことでの生きがいづくりを通して地
域の活性化を図る。

地域活動を通した地域の活性化
地域コミュニティのしくみが、地域コミュニティ連絡協議会を
設立した地域において活用され、自主的な活動が行われて
いる。

2020年度(平成32年度)
おおむね小学校区を単位とした地域コミュニティ連絡協議会の設立
に向け、地域の実情に合わせて支援する。

地域ケア会議の確立
地域ケア会議を実施することにより，地域課題の解決や政
策形成が図られ、高齢者が地域で安心して生活しやすい環
境や支援体制が充実する。

2020年度(平成32年度)
地域ケア会議が機能していくために、地域包括支援センターとの協
議を重ね、効果的な会議体系の整理や自立支援に焦点をあてた地
域ケア会議の充実に取組む。

市民への普及啓発
長崎版地域包括ケアシステムを住民が広く理解し、目指す
べき姿の共有ができる。

2020年度(平成32年度)
市民向け講演会を定期的に開催し、長崎版地域包括ケアシステム
への理解を深めてもらう。

G
住民参画（自助・互助）

H
行政の関与・連携

項目

E
生活支援・見守り等

A
医療

B
介護

C
保健・予防

D
住まい・住まい方

　  ※地域包括ケアシステムの構築期は、評価シート40点中32点（A医療、B介護、C保健・予防等大項目８分野の総合点としての点数）を達成するまでの期間
　　※地域包括ケアシステムの充実期は、構築後にさらなる推進向上を目指す期間

医療ニーズが高い状態であっても、在宅等で必要な医療が
受けられる。

自立支援を基本とした必要な介護サービスを受けることがで
きる。

高齢者自身が積極的に健康づくりや介護予防に取り組むこ
とができる。

住み慣れた地域で、高齢者の心身や希望に応じた安心して
生活できる住まいを確保することができる。

地域で孤立することなく、日常生活を送るのに必要な生活支
援が受けられる。

・介護従事者に対する研修会の開

催（年2回）

・医療・救急体制の連携促進

高齢者施設への実態調査・

課題整理・対応策の検討

・在宅支援リハビリセンターによるケアプラン

への相談・助言

・介護従事者への自立支援に向けた研修会

の開催（年８回）

介護従事者に対する医療面の研修会の開催 （年2回）

リハビリ専門職によるサロン等への支援（市ｻﾛﾝ81箇

所:H32）

・健康づくり推進員の育成（1,735人：H32）

・ラジオ体操元気応援事業の推進（地域一斉ラジオ体操の開催、ラジオ体操ｻ

ﾎﾟｰﾀｰの養成 2回/年）

・日常圏域毎の多職種による意見交換等、多職種連携のための定期的な場の

確保

・地域ごとの多職種チーム化による活動の推進

地域包括ケアシステムの構築期 地域包括ケアシステムの充実期

在宅医療ステップアップ研修の開催（3回程度／年1ｼﾘｰｽﾞ）

在宅支援リハビリセンターによる住宅改修へ

の相談・助言

認知症サポートリーダーの養成継続（194人：H32）

徘徊高齢者等に対する体制整備

第1層協議体での

協議

導入期

市全域での人材育成を主

活動にＳＣ配置

（第1層1人・第2層4人）

移行期

第2層圏域での

人材育成や発

成長期

住民組織と情報共有した地域支え合い体制の検討

充実期

住民組織等における主体的な支

え合い活動の支援

地域ケア会議の充実に関する検

討・研修

・生活援助サービス従業者養成研修（年3回）

・介護施設・在宅ボランティア養成講座（年7回・年4回）

・特定施設（125床）

・高齢者向け住宅の整備（高齢者人口の3%）

市民向け講演会の定期開催や出前講座・広報紙・HP・ｶﾞｲﾄﾞﾌﾞｯｸ等を

活用した普及啓発

認知症カフェの充実・拡大（20箇所：H32）

検

証

状況に応じ見直し

施設・在宅での看取りの充実

ACPの普及啓発（講演会等年1～2回）

検

証
状況に応じ見直し

在宅医療の積極的な実施

検

証

状況に応じ見直し

自立支援の視点の標準化・定着

検

証

状況に応じ見直し

介護人材の確保・定着

状況に応じ見直し

地域リハビリテーションの拡大・定着

多世代型・男性ｻﾛﾝ等多様な居場所の確保の検討・推進

状況に応じ見直し

地域における自主的な健康づくり活動の定着

状況に応じ見直し

高齢者の状態や希望に応じた住まいの確保の推進

高齢期の住まい方に関する普及啓発

状況に応じ見直し

高齢者の住まいへの支援
検

証

検

証

検

証
状況に応じ見直し

認知症高齢者とその家族が安心して暮らし続けられる地域の推進

状況に応じ見直し

圏域ごとの多職種連携の充実

状況に応じ見直し

生きがい・就労支援の推進

検

証

状況に応じ見直し

効果的な地域ケア会議の充実

地域ケア会議の推進（120回：H32）

検

証

検

証

状況に応じ見直し

普及啓発の促進

地域コミュニティのしくみづくりに係る地域説明・意見交換会の開催
↓

地域ｺﾐｭﾆﾃｨ連絡協議会設立（まちづくり計画策定）及び運営の支援

状況に応じ見直し

地域における互助の拡大

在宅医療推進連携講座の開催（5回程度／年1ｼﾘｰｽﾞ）

状況に応じ見直し

情報共有の推進

検

証

あじさいネットによる地域医療構想支

援事業への参画

入退院支援ルールの策定

・介護現場イメージアップ事業

・若者に対する介護職への就労準備支援

検

証
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長崎県における地域包括ケアシステム構築に向けた取組
３.長崎県地域包括ケアシステム構築モデル事

業の実施

①あと一押しでシステムが概ね構築できそうなモデル
３地区を選定し、各分野に精通したアドバイザー
派遣等を集中的に行い、その取組手法を他市町
に横展開することで、県内全域での構築を目指す。

②モデル事業実施結果

１．県内情報交換会の開催
○県内市町、地域包括支援センターを対象

に、概ね構築が進んでいる市町、モデル事
業に取り組んだ３市からの報告や、各市町
の課題等について意見交換をする情報交
換会を開催

・他市町の取組状況が把握できる
・課題や悩みの共有などを通して、普段
からやり取りができる関係づくり

２．ＰＤＣＡサイクルの確立
○外部有識者・県による全市町ヒアリング実

施後、県において市町ごとに特徴・課題を
整理し、その結果を市町へ提供

○市町は自己評価結果、県からの提供資
料等を参考に、ロードマップを見直し

○県、市町はロードマップの見直し内容や、
関係団体等との協議を踏まえ、次年度
施策を検討

都市型：長崎市桜馬場地区

●専門職が多いという特性を活かして、生活圏域
レベルでの多職種の組織化を進める。

●社会資源が豊富なため、病院や介護施設など既
存施設に協力を得た通いの場の開設

過疎型：平戸市田平地区

●地域資源が偏在しており、生活圏域レベルでの
課題やニーズの把握には生活支援コーディネー
ターの役割が重要

離島型：五島市玉之浦地区

●社会福祉法人が地域の中核的団体として社会貢
献や地域づくりを牽引していく意識醸成の契機

●市役所の長寿担当課と地域振興担当課との協働
により、助け合い活動の機運が醸成

令和元年度の長崎県の取組
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＜対 象＞
特に人口減少・高齢化が進んでいる地域に
おいて、地元が危機感をもって主体的に「
小さな拠点」づくりに取り組もうとしてい
る地域をモデル地域として支援。

＜取組例＞
・日常生活における助け合い・支えあう事
業

・基幹集落と周辺集落との間のデマンドタ
クシー等の導入・運行

・移動販売車の導入による買い物代行や地
域の見守り対策

・廃校舎や古民家等を活用した高齢者の生
きがいづくり

・地域資源を活用したコミュニティビジネ
スの振興による賑わいの場の創出

など

人口減少・少子高齢化が進み、地域（集落）の維持が難しい状況にあるなか、基幹集落と周辺集落を交通ネットワークで
結び、生活サービス支援を行うとともに、その地域を活性化させる取組を並行して行うことで、自立的・持続的な地域づ
くりにつなげる「小さな拠点」の形成を進めていく取組を支援する。

モデル地域での取組を実施し、成功事例を創り出し、県内全域へ波及

〈
〈実施地区〉
・H27～ 南島原市加津佐町､五島市奈留町
・H28～ 西海市雪浦、東彼杵町木場
・H29～ 佐世保市俵ヶ浦

小さな楽園プロジェクト ～地域を支える拠点づくり～
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有川町

旧上対馬町

旧上県町

旧豊玉町

旧美津島町

旧厳原町

旧勝本町

旧芦辺町

旧郷ノ浦
旧石田町

旧新魚目町

旧上五島町

旧若松町

旧有川町

旧森山町
旧奈留町

旧岐宿町

旧三井楽町

旧富江町

旧玉之浦町

旧宇久町

旧崎戸町

旧大島町

旧西彼町

旧大瀬戸町

旧西海町

旧佐世保市

旧小佐々町

旧有家町

旧布津町

旧深江町

旧島原市

旧有明町

旧飯盛町

旧琴海町

旧外海町

旧長崎市

旧三和町

旧香焼町

旧伊王島町

旧高島町

旧野母崎町

旧国見町

旧千々石町

旧小浜町

旧南串山町

旧加津佐町

旧口之津町

旧南有馬町

旧北有馬町

旧瑞穂町

旧吾妻町

旧愛野町

旧峰町

旧諫早市

旧多良見町

旧高来町

旧小長井町

旧松浦市

旧生月町

旧田平町

旧平戸市

旧大島村

旧福島町

旧鷹島町

旧奈良尾町

旧吉井町

旧世知原町

旧西有家町

旧福江市

対馬市

壱岐市

小値賀町

新上五島町

五島市

平戸市

松浦市

佐々町

佐世保市

波佐見町

東彼杵町

川棚町

大村市

諫早市

長崎市

時津町

長与町

西海市

島原市

南島原市

雲仙市

旧鹿町町

旧江迎町

県小さな楽園Ｐ実践中（H27～）
（旧山口小学校）：山口小学校閉校跡地利活用検討委員会

（旧津波見小学校）：孝子の里つばみ
（旧長野小学校塔ノ坂分校）：とんさか森の楽校

・旧山口小学校など廃校舎を活用した拠点づくり

県小さな楽園Ｐ実践中（H27～）
【奈留地区：奈留まちづくり協議会】

・移動販売の実践
・大人の部活動によるまちづくりの

実践

・空き家活用プロジェクト など

県小さな楽園Ｐ実践中（H28～）
【雪浦地区：NPO法人雪浦あんばんね】

・空家を活用したゲストハウス
・マルシェと健康教室

・耕作放棄地を活用した無農薬・

減農薬有機栽培 など

県小さな楽園Ｐ実践中（H28～）
【木場地区：東そのぎ木場みのりの会】

・農産加工施設設置
・トラック市など交流イベント

・農産加工品開発・販売
・見守り、買い物代行 など

県小さな楽園Ｐ（H29～）
【俵ヶ浦半島：俵ヶ浦半島開発協議会（チーム俵）】

・廃校舎を活用した地域ビジネス拠点づくり

・地域の農産物等を活かした特産品づくり、

「ふれあい工房」のリニューアルとの連携
・空き家を活用した移住者の受入促進
・情報発信 など

市単独
地域を支えるしくみについて、意見聴取しながら検討中

・人的応援、拠点支援、資金支援

市単独
・予約制コミュニティバスの運行

及び買い物支援など生活サービ

ス支援の仕組みづくりの検討

◎対象地域：対馬市上県町田ノ浜

地区～樫滝地区

市単独
・まちづくり交付金の交付

・集落支援員の配置

※国の交付金を活用した小さな拠点づくり

（度島、大島、田平地区など）

市単独

・「地域の絆再生事業交付金（一括交付金）」 の交付、
集落支援員の配置、移動販売支援

※国の交付金を活用した小さな拠点づくり（奥浦地区）
※廃校舎をカフェ・宿泊施設へ活用（富江・田尾地区）

県内における小さな拠点形成の状況について
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市町のサポート体制強化

中山間地域対策［農林］や生活支援［福祉］、
ＮＰＯ育成［県民］など部局横断で実施

集落対策に向けた研修、アドバイザー派遣

県が重点支援地区を選定し、市町の集落
維持・活性化の取組を重点的に支援

補助率1/2、上限100万円×10箇所

「まちづくり計画」の策定に向けたコーディネー
ターの招へい

集落の現状把握のための調査 など

【地域づくり推進課 予算額 26,835千円】

○ 地域住民主体の集落維持に向けて、地域運営組織※の立ち上げや小さな拠点
づくりを進める市町の集落維持・活性化の取組を部局横断的に支援

事業の目的

（新）集落維持対策推進費

事業の概要

地域運営組織の立ち上げ支援

市町のサポート強化

※地域運営組織：地域の暮らしを守るため、地域で暮らす人々が中心となって、地域課題の解決に向けた
取組を持続的に実践する組織 例）○○地区まちづくり協議会 など
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長崎県福祉保健総合計画と地域福祉支援計画について

長崎県では、複雑・多様化、専門化する県民ニーズに的確に応えるため、保健・医療・介護福祉施策を総合的・体系的に進めるための
指針として「長崎県福祉保健総合計画」を策定し、各種施策を一体的に展開することとしている。

①県の総合計画である「長崎県総合計画」における保健・医療・介護・福祉分野の施策の基本的な考え方や方向性を示すもの
②領域ごとの個別計画と整合性を持ちながら、本県の保健・医療・介護・福祉施策を総合的・体系的に進めるための指針
③地域福祉支援計画としても位置付け

計画期間：2016（平成28）～2020（令和2）年度
検証・評価：長崎県福祉保健審議会福祉保健総合計画専門分科会において検証･評価を行い、その結果を公表

計画の性格と役割等

・現行の長崎県福祉保健総合計画は改正社会福祉法に対応していない。
・長崎県総合計画は県議会の議決が必要（県行政の各分野における基本的な方向を定める計画は議決事件と定められている。）

・次期計画策定時に改正法に対応できるよう、盛り込むべき内容、また、策定のための組織等の検討が必要

課題

今後のスケジュール等
年度 取組内容

2019（令和元） ・基本方針、構成等の検討
・庁内検討組織の立ち上げ 等

2020（令和2） ・計画策定に係る審議会、分科会の開催
・県議会での素案説明（11月）、審議・議決（2月）
・パブリックコメント 等

2021（令和3） 新計画スタート（計画期間2021～2025年度予定） 11


